
３資第327号 

令和４年(2022年)２月28日 

 

一般社団法人長野県資源循環保全協会長 様 

 

長野県環境部資源循環推進課長 

 

廃棄物の適正な処理の確保に関する条例施行規則第 45条 

並びに第 46条第１項及び第２項の規定による実績報告等 

における情報通信の技術の利用について（通知） 

 

 

日ごろから本県の廃棄物行政の推進に御理解と御協力をいただき、感謝申し上げます。 

廃棄物の適正な処理の確保に関する条例施行規則（平成 20年長野県規則第 44号。以下「施行規則」

という。）第 45 条並びに第 46 条第１項及び第２項の規定による実績報告等について、長野県行政手続

等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則（平成 19 年長野県規則第６号）第３条の規定

により、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う手続等と

して、令和４年２月 28 日付け長野県告示第 77 号で告示しましたので、御了知いただきますとともに、

協会員への周知について御協力をお願いします。 

 

記 

１ 概 要 

  施行規則第45条並びに第46条第１項及び第２項の規定による実績報告等について、電子申請等によ

る提出を可能とする。 
施行規則第45条第１項の規定による産業廃棄物運搬実績報告書、及び産業廃棄物処分実績報告書 

施行規則第45条第２項の規定による産業廃棄物処分実績及び施設状況報告書 

施行規則第46条第１項の規定による産業廃棄物処理計画書 

施行規則第46条第２項の規定による産業廃棄物処理計画実施状況報告書 

 

２ これまでとの変更点 

 (1) 施行規則第45条第１項及び第２項の規定による実績報告等 

これまで、郵送又は持参としていた提出方法に加え、ながの電子申請サービス、電子メールを利

用した提出方法を加える。 

 (2) 施行規則第46条第１項及び第２項の規定による準多量排出事業者の産業廃棄物の減量等に関す

る計画及び実施状況報告 

これまで、郵送又は持参としていた提出方法に加え、ながの電子申請サービス、電子メールを利

用した提出方法を加える。 

   なお、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和46年厚生省令第35号）第８条の４の５、

第８条の４の６、第８条の17の２及び第８条の17の３の規定による多量排出事業者の産業廃棄物処

理計画等については、既に電子申請等による提出が可能。 

 

３ 適用日 

  令和４年２月28日（月） 

 

４ その他 

令和４年度報告に関する情報は、長野県ホームページ（以下のＵＲＬ）に掲載します。 

【ホーム > 暮らし・環境 > ごみ・リサイクル > 産業廃棄物 > 産業廃棄物処理実績報告】 

（URL：https://www.pref.nagano.lg.jp/haikibut/kurashi/recycling/haikibutsu/jisseki.html） 
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